
項     目 手続き条件 期 限 手続き内容 窓     口 備     考 済

国民健康保険 被保険者が死亡した時 ２年間 葬祭費の請求 住所地の市区町村役所･役場 新たな被保険者を

社会保険 被保険者又は被扶養者が死亡した時 ２年間 埋葬料･家族埋葬料の請求 勤務地の社会保険事務所 国保へ変更の時も有

共済保険 被保険者又は被扶養者が死亡した時 ２年間 埋葬料･家族埋葬料の請求 各､所属の共済組合 国保へ変更の時も有

船員保険 被保険者又は被扶養者が死亡した時 ２年間 葬祭料･家族葬祭料の請求 勤務地の社会保険事務所 国保へ変更の時も有

雇用保険 失業保険の支給中に死亡した時 １ヶ月 未支給分の請求 所轄の公共職業安定所 失業中

労働災害補償保険 通勤又は業務上に死亡した場合 ５年間 葬祭料･葬祭給付金の請求 所轄の労働基準監督署 労災の認定

生命保険 契約した内容の金額補償 早めに 死亡保険金の請求 契約した生命保険会社 死亡診断書

自賠責保険 交通事故で死亡した時 ２年間 損害賠償責任保険の請求 加害者の加入保険会社 事故内容により異なる

国民年金のみ加入の被保険者 ５年間 遺族基礎年金裁定請求書 住所地の市区町村役所･役場 早めの手続きが良い

国民年金 受給条件によって異なる ５年間 寡婦年金裁定請求書 住所地の市区町村役所･役場 〃

受給条件によって異なる ５年間 死亡一時金の請求 住所地の市区町村役所･役場 〃

厚生年金 受給条件によって異なる ５年間 遺族厚生年金裁定請求書 勤務地の社会保険事務所 〃

共済年金 受給条件によって異なる ５年間 遺族共済年金裁定請求書 勤務地の社会保険事務所 〃

船員保険 受給条件によって異なる ５年間 船員保険遺族給付裁定請求書 勤務地の社会保険事務所 〃

労働災害補償保険 通勤又は業務上に死亡した場合 ５年間 遺族補償年金･一時金 所轄の労働基準監督署 労災の認定

個人年金 契約した内容によります 早めに 契約内容しだい 契約した保険会社 早めに確認

年金受給選択申立書 妻が厚生年金を受けられる時受給選択 早めに 受給条件によって異なる 勤務地の社会保険事務所

年金受給権者死亡届 受給権者が死亡した時 １４日 未支給年金を請求 役所か社会保険事務所 死亡診断書

世帯主変更届 世帯主が死亡した場合 １４日 世帯主変更届け 住所地の市区町村役所･役場 生計を維持する人

児童福祉手当 母子家族になった時 必要なら 児童扶養手当認定請求書 住所地の市区町村役所･役場 年収の条件が有る

復氏届 配偶者の死後に旧姓に戻りたい時 必要なら 復氏届 住所地の市区町村役所･役場 よく考えて下さい

姻族関係終了届 配偶者の死後に親戚と縁を切る時 必要なら 姻族関係終了届 住所地の市区町村役所･役場 よく考えて下さい

子の氏変更許可 配偶者の死後に子の姓と戸籍を変更 必要なら 子の氏変更許可申立書 住所地の市区町村役所･役場 よく考えて下さい

印鑑登録の抹消 登録者が死亡した場合 その時 印鑑登録廃止申請書 住所地の市区町村役所･役場 新しく印鑑登録を

高額医療費 医療費が一定額を超えた場合 ２年間 高額医療費支給申請書 役所･保険組合･社会保険事務所 ベット代は含まれない

シルバーパス 利用者が死亡した時 早めに 電車やバスの利用券の返却 住所地の市区町村役所･役場 市町村で違います

公害認定患者 認定患者が死亡した時 ２年間 遺族補償請求書 住所地の市区町村役所･役場

高齢者福祉サービス 利用者が死亡した時 早めに 利用登録の廃止 住所地の福祉事務所

心身障害者 心身障害者扶養年金加入者の死亡 早めに 扶養年金･一時金の請求 住所地の福祉事務所

身体障害者手帳 被障害者が死亡した時 早めに 手帳や無料乗車券の返却 住所地の福祉事務所
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